
この資料は、審査会用に作成したものです。審議の過程で変更される可能性があるため、取り扱いにご注意願います。 

 
 
 
 
 

 

 

２０２７年国際園芸博覧会 

環境影響評価準備書に関する補足資料 

 

 

 
＜補足資料内容＞ 

 

39 意見陳述でのオオアカバナの情報について 

40 相沢川及び和泉川周辺に創出される保全対象種の生息・生育環境の調査と維持管理に

ついて  

41 会場周辺４駅でのシャトルバスの運行について（２） 

42 パークアンドライド駐車場の候補地の取り扱いについて（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和６年４月 

 

 



この資料は、審査会用に作成したものです。審議の過程で変更される可能性があるため、取り扱いにご注意願います。 

2 
 

 

39 意見陳述でのオオアカバナの情報について 

 

ご意見の趣旨 

どこにどういう生き物が生息しているのかは、その地域で昔から活動されている団体が持っている

情報がすごく大きい。地元の方の持っている知識にどこまでアクセスしたのか、アプローチしたのか

確認させていただきたい。 

意見陳述の中に、絶滅危惧種の情報などが挙げられているが、認知する体制ができていないのでは

ないかと、非常に懸念している（第19回環境影響評価審査会（３月15日）でのご意見）。 

 

事業者の見解 

本博覧会では、横浜市の土地区画整理事業及び公園整備事業が実施した現地調査等の結果を引用し

ており、土地区画整理事業の専門家等ヒアリング結果※において、市民団体からオオアカバナに関す

る情報があったことを確認しています。本博覧会としても、横浜市の協力のもと、瀬谷区及び旭区の

自治会町内会や環境活動を行っている団体等と意見交換していますが、現時点では、オオアカバナに

ついて、直接、情報は得られていません。 

事務局からいただいた意見陳述人からの情報については、本事業の対象事業実施区域外ですが、横

浜市の土地区画整理事業に共有するとともに、その確認状況について照会しました。横浜市の土地区

画整理事業からは、情報のあったオオアカバナについては、既往調査では確認ができませんでした

が、関係者等へのヒアリングや現地調査を行い、事後調査結果の共有を含め、事業者間で連携・協力

を図りながら適切に対応していくとの回答がありました。 

本博覧会としては、引き続き、地域及び横浜市の土地区画整理事業や公園整備事業等からの情報収

集に努めるとともに、本博覧会として環境の保全のための措置が必要となった場合には、横浜市の土

地区画整理事業や公園整備事業等と事後調査結果の共有等、事業者間で連携・協力を図りながら進め

ていきます。これら修正した内容は、工事中、開催中、撤去中の環境の保全のための措置に追記し

（表39-1及び2）、環境影響評価書に反映させます。 

※ 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業 環境影響評価書 p9.10(動物)-100 

（ヒアリング結果は、本博覧会準備書資料編p資1.2-50に引用） 

 

表 39-1 工事中及び撤去中の環境の保全のための措置（抜粋） 

区分 環境の保全のための措置（抜粋） 

【工事中】 

・建設行為の実施 

【撤去中】 

・仮設施設等の撤去 

【対象事業実施区域全体】 

・地域及び横浜市の土地区画整理事業及び公園整備事業等からの情報収集

に努めるとともに、本博覧会として環境の保全のための措置が必要とな

った場合には、横浜市の土地区画整理事業及び公園整備事業等と事後調

査結果の共有等、事業者間で連携・協力を図りながら進めていきます。 

※準備書から修正した箇所は、太文字・下線で示しています。 

 

表 39-2 開催中の環境の保全のための措置（抜粋） 

区分 環境の保全のための措置（抜粋） 

【開催中】 

・会場施設の存在 

・施設の供用 

・外来植物を含む

植栽等の管理 

【対象事業実施区域全体】 

・地域及び横浜市の土地区画整理事業及び公園整備事業等からの情報収集

に努めるとともに、本博覧会として環境の保全のための措置が必要とな

った場合には、横浜市の土地区画整理事業及び公園整備事業等と事後調

査結果の共有等、事業者間で連携・協力を図りながら進めていきます。 

※準備書から修正した箇所は、太文字・下線で示しています。  
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40 相沢川及び和泉川周辺に創出される保全対象種の生息・生育環境の調査と維持管理について 

 

ご意見の趣旨 

土地区画整理事業の保全措置は、博覧会にも引き継がれることになるが、博覧会の段階での調査や

予測に基づいて、アップデートされるべきではないかと思う。土地区画整理事業にお任せではなく

て、博覧会自体の影響もモニタリングしていかなければいけないと思う。新たな種への対応とか、新

たに造成されて造られた環境における調査は、やはり博覧会の中でもやっていく必要があるのではな

いか。 

事後調査計画はおそらく土地区画整理事業としての事後調査計画で、事後調査計画を含め、事後調

査であるとか、そのための評価というのは博覧会も実施するべきではないか。 

 

令和３年度調査は、土地区画整理事業が行った調査ということであれば、それを明記したことを確

認させていただければと思う。（第19回環境影響評価審査会（３月15日）でのご意見）。 

 

 

事業者の見解 

横浜市の土地区画整理事業で相沢川及び和泉川周辺に創出される保全対象種の生息・生育環境につ

いては、本博覧会が借り受けるまでに、移設・移植する保全対象種に関する情報を共有したうえで、

連携しながら維持管理を行うことになります。本博覧会の閉会後は、横浜市の公園整備事業に引き継

いでいきます。本博覧会では、保全対象種の生息・生育環境の適切な維持管理に向けて横浜市と協議

し、市が「横浜市森づくりガイドライン」(横浜市環境創造局みどりアップ推進課 平成 25 年３月)

を基本として考えていることを踏まえ、このガイドラインや他都市における先進的な事例などを参考

に、横浜市と連携しながら取り組んでいきます。その際には、土地区画整理事業が実施する生物多様

性（動物、植物、生態系）に関する事後調査結果等を活用していきます。 

土地区画整理事業からの協力が得られることは確認していますが、ご指摘のとおり、事後調査は同

事業として必要となる事項を調査することになるため、保全対象種の生息・生育環境の維持管理の観

点から、本博覧会として必要となる情報が十分に得られない可能性もあります。 

本博覧会としては、同事業の事後調査の結果を確認したうえで、必要となる情報を補完するため、

移設・移植する保全対象種に関する調査を開催前、開催中及び開催後の適切な時期に同事業の事後調

査に準じて実施します（参考資料１）。その結果、注意が必要な外来種等の刈り取りや駆除など、本

博覧会として環境の保全のための措置が必要となった場合には、横浜市の土地区画整理事業や公園整

備事業等と連携しながら対応策を検討して実施します。その内容については、本博覧会協会のホーム

ページ等で公表します。これら修正した内容は、工事中、開催中、撤去中の環境の保全のための措置

に追記し（表40-1～3）、環境影響評価書に反映させます。 

また、横浜市に事後調査について照会を行ったところ、横浜市からは、本博覧会の工事中、開催中

及び撤去中における事後調査の詳細については本博覧会協会と協議しながら進めていくと回答があり

ました。 

 

なお、横浜市の土地区画整理事業の環境影響評価事後調査計画書（工事中その２）が公表されたの

で、図40-1及び表40-4のとおり更新箇所について修正します。また、令和３年度調査に関する記載内

容を確認したところ、記載箇所は１か所であり、表40-5のとおり修正し、環境影響評価書に反映させ

ます。 
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表 40-1 工事中及び撤去中の環境の保全のための措置【動物、植物】（抜粋） 

区分 環境の保全のための措置（抜粋） 

【工事中】 

・建設行為の実施 

【撤去中】 

・仮設施設等の撤去 

【対象事業実施区域全体】 

・地域及び横浜市の土地区画整理事業及び公園整備事業等からの情報収集に

努めるとともに、本博覧会として環境の保全のための措置が必要となった

場合には、横浜市の土地区画整理事業及び公園整備事業等と事後調査結果

の共有等、事業者間で連携・協力を図りながら進めていきます。 

 

【相沢川周辺の谷戸地域及び和泉川源流域】 

・横浜市の土地区画整理事業の事後調査の結果を確認したうえで、必要とな

る情報を補完するため、移設・移植する保全対象種に関する調査を開催

前、開催中及び開催後の適切な時期に実施します。その結果、注意が必要

な外来種等の刈り取りや駆除など、本博覧会として環境の保全のための措

置が必要となった場合には、横浜市の土地区画整理事業や公園整備事業等

と連携しながら対応策を検討して実施します。その内容については、本博

覧会協会のホームページ等で公表します。 

※ 準備書から修正した箇所は、太文字・下線で示しています。 

 

表 40-2 開催中の環境の保全のための措置【動物】（抜粋） 

区分 環境の保全のための措置（抜粋） 

【開催中】 

・会場施設等の存

在 

・施設の供用 

・外来植物を含む

植栽等の管理 

【対象事業実施区域全体】 

・地域及び横浜市の土地区画整理事業及び公園整備事業等からの情報収集に

努めるとともに、本博覧会として環境の保全のための措置が必要となった

場合には、横浜市の土地区画整理事業及び公園整備事業等と事後調査結果

の共有等、事業者間で連携・協力を図りながら進めていきます。 

 

【相沢川周辺の谷戸地域及び和泉川源流域】 

・和泉川源流域においては、ホトケドジョウなど保全対象種の生息・生育環

境が維持できるよう、湧水の保全に努めるとともに、湧水源を涵養するた

め、横浜市が整備したものも含め、雨水浸透・貯留施設が、落ち葉や土砂

等の堆積による浸透機能の低下が生じないよう、定期的に清掃するなど適

切に維持管理します。 

・ホトケドジョウや湿地環境など保全対象種の生息・生育環境の保全のた

め、定期的に点検を行って、豪雨等で流出した土砂等の堆積物の撤去、繁

茂し過ぎた抽水植物等の除去、及びアメリカザリガニなど魚類を捕食する

外来生物等の駆除を行うなど、人為的な攪乱も含め、横浜市が創出した保

全対象種の生息・生育環境を「横浜市森づくりガイドライン」（横浜市環境

創造局みどりアップ推進課 平成 25 年３月）や他都市の先進的な事例など

も参考にし、横浜市と連携しながら維持・管理します。 

・横浜市が整備した地上式調整池（調整池４）における保全対象種の生息環

境の周辺では、源頭部であることを踏まえ、農薬や肥料の使用をできるだ

け抑えるほか、使用する場合には、魚毒性の低いものを選定します。ま

た、本博覧会会場では、ネオニコチノイド系の農薬など、ホトケドジョウ

の餌となる水生昆虫等への影響が懸念される農薬の散布は行いません。 

・横浜市の土地区画整理事業の事後調査の結果を確認したうえで、必要とな

る情報を補完するため、移設・移植する保全対象種に関する調査を開催

前、開催中及び開催後の適切な時期に実施します。その結果、注意が必要

な外来種等の刈り取りや駆除など、本博覧会として環境の保全のための措

置が必要となった場合には、横浜市の土地区画整理事業や公園整備事業等

と連携しながら対応策を検討して実施します。その内容については、本博

覧会協会のホームページ等で公表します。 

※ 準備書から修正した箇所は、太文字・下線で示しています。  
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表 40-3 開催中の環境の保全のための措置【植物】（抜粋） 

区分 環境の保全のための措置（抜粋） 

【開催中】 

・会場施設等の存

在 

・施設の供用 

・外来植物を含む

植栽等の管理 

【対象事業実施区域全体】 

・地域及び横浜市の土地区画整理事業及び公園整備事業等からの情報収集に

努めるとともに、本博覧会として環境の保全のための措置が必要となった

場合には、横浜市の土地区画整理事業及び公園整備事業等と事後調査結果

の共有等、事業者間で連携・協力を図りながら進めていきます。 

 

【相沢川周辺の谷戸地域及び和泉川源流域】 

・湿地環境など保全対象種の生息・生育環境の保全のため、定期的に点検を

行って、豪雨等で流出した土砂等の堆積物の撤去、繁茂し過ぎた抽水植物

等の除去、及び外来生物等の除去を行うなど、人為的な攪乱も含め、横浜

市が創出した保全対象種の生息・生育環境を「横浜市森づくりガイドライ

ン」（横浜市環境創造局みどりアップ推進課 平成 25 年３月）や他都市の

先進的な事例なども参考にし、横浜市と連携しながら維持・管理します。 

・横浜市の土地区画整理事業の事後調査の結果を確認したうえで、必要とな

る情報を補完するため、移設・移植する保全対象種に関する調査を開催

前、開催中及び開催後の適切な時期に実施します。その結果、注意が必要

な外来種等の刈り取りや駆除など、本博覧会として環境の保全のための措

置が必要となった場合には、横浜市の土地区画整理事業や公園整備事業等

と連携しながら対応策を検討して実施します。その内容については、本博

覧会協会のホームページ等で公表します。 

※ 準備書から修正した箇所は、太文字・下線で示しています。 
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出典：旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業環境影響評価事後調査計画書（工事中その２）（令和６年２月横浜市） 

図40-1 保全対象種の生息・生育環境（湿地環境と草地環境）の創出に係る平面イメージ図 

 

表40-4 保全対象種の生息・生育環境（湿地環境と草地環境）区域整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業環境影響評価事後調査計画書（工事中その２）（令和６年２月横浜市）  
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表 40-5 維管束植物の注目すべき種の確認種目録 

No. 分類群 科 種 

確認位置 選定基準 

区域内 区域外 
① ② ③ ④ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1  
シダ植物 

ミズニラ  ミズニラ              NT VU 

2  ミズワラビ  ヒメミズワラビ              NT 

3  

離弁花類 

ユキノシタ  タコノアシ            NT  

4  バラ ヒロハノカワラサイコ     ●        VU VU 

5  アカバナ ウスゲチョウジタデ  ●   ●       NT  

6 
合弁花類 

サクラソウ ヌマトラノオ － － － － － － － －      VU 

7 アカネ ヤブムグラ        ●   VU VU 

8 

単子葉類 

ユリ アマナ        ●    NT 

9 イネ ミズタカモジ  ●         VU  

10 カヤツリグサ セイタカハリイ － － － － －  － －    VU 

11 ハリイ － － － － － － － －    VU 

12               

13              

合計  - 11科 13種 0 2 0 0 2 0 0 4 0  0  8  10  

注１ 種類及び配列は原則として、「植物目録1987」（環境庁 昭和63 年１月）に準拠しました。 

注２ 注目すべき種の選定基準は以下のとおりです。 

①「文化財保護法」（昭和25 年５月30 日法律第214 号） 
特天：特別天然記念物、天：天然記念物 

②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成４年６月５日法律第75 号） 
国内：国内希少野生動植物種、国際：国際希少野生動植物種、緊急：緊急指定種 

③「環境省レッドリスト2020」（環境省 令和２年３月） 
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR＋EN：絶滅危惧Ⅰ類、CR：絶滅危惧ⅠA 類、EN：絶滅危惧ⅠB 類、VU：絶滅危

惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群 
④「神奈川県レッドリスト（植物編）2022」（神奈川県 令和４年３月） 

EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧I 類、CR：絶滅危惧ⅠA 類、EN：絶滅危惧ⅠB 類、VU：絶滅危

惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、減少：減少種、希少：希少種、要注：要注意種、DD：情報不足、LP：絶滅のおそ

れのある地域個体群、注：注目種 
注３ ヌマトラノオ、ハリイは、「神奈川県レッドリスト（植物編）2020」（神奈川県 令和２年10 月）で新たに注目す

べき種に指定された種であり、現地調査時点では重要な種に該当していなかったため、詳細な生育地は不明です。

既存資料（土地区画整理事業）における令和３年度の調査では、確認されませんでした。 
 

※準備書から修正した箇所は、太文字・下線で示しています。 

 

  

重要な種の保護の観点から、非表示としております。 
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旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業 環境影響評価事後調査計画書（工事中その２）【抜粋】 

 
表4.3-3(2) 事後調査等の手法（動物） 

調査項目 調査方法 

両生類及び爬虫類 
任意観察法 
及び任意採取法 

調査範囲内を網羅的に踏査し、個体を確認するほか、爬虫類では
脱皮殻、カエル類では鳴き声等により、種の判別を行い、記録し
ます。 

昆虫類 

任意観察法 
及び任意採取法 
（スウイーピング法、
ビーティング法） 

調査範囲内を網羅的に踏査し、スウィービング法（草を捕虫網で
なぎ払い、止まっている昆虫類を採取）やビーティング法（木の
枝・草などを叩き、下に受けた捕虫網に落ちた昆虫類を採取）で
採取する他、種の判別の可能なものは目視、鳴き声等で種の判別
を行い、記録します。 

ライトトラップ 
（走光性昆虫） 

夜間に光源（BOX 法）を置き、光に集まってくる昆虫類を採取し
ます。 
調査地点は、６地点程度を予定し、ライトトラップは１地点あた
り１個を１晩設置します。 

ベイトトラップ 
（地上徘徊性昆虫） 

誘引餌を入れたコップの口が地面と同じレベルとなるように埋
め、コップに落下した昆虫類を採取します。 
誘引餌はカルピスや酢等の混合液を使用します。 
調査地点は、６地点程度を予定し、ベイトトラップは１地点あた
り 10 個程度を１晩設置します。 

鳴声調査 
（クツワムシ） 

クツワムシ成虫の発生時期である夏季の夜間に、調査範囲内の草
地環境を踏査し、クツワムシの鳴き声を確認し、記録します。 

魚類 
任意観察法 
及び任意採取法 

調査範囲内の水域において、タモ網を用いて魚類を採取し、種
名、個体数、確認位置等を記録します。また水域の状況に応じ
て、投網、定置網、かご網、サデ網、セル瓶を使用します。 
また、水面から種の判別の可能なものは目視で確認し、記録しま
す。 
調査地点は、調査範囲内の水系に７地点を予定します。なお、開
渠から暗渠への切替前年には、対象事業実施区域内の相沢川及び
大門川全域を調査範囲とします。 
ホトケドジョウについては、生息環境（水質・流速・水深・河床
材料等）を記録するとともに、確認環境の写真撮影を行います。
なお、生息状況及び環境に変化が見られた場合には、有識者等の
助言・指導を仰ぐこととします。 

底生動物 

任意観察法 
及び任意採取法 

調査範囲内の水域において、タモ網、サーバーネットを用いて底
生動物を採取し、種名、個体数、確認位置等を記録します。 
採取した底生動物は、ホルマリン等によって固定し、持ち帰り
後、種の同定等を行います。 
調査地点は、調査範囲内の水系に７地点を予定します。 

定量調査 

方形枠にて水底を囲い、方形枠内に生息する底生動物をすべて採
取し、種名、個体数を記録します。 
採取した底生動物は、ホルマリン等によって固定し、持ち帰り
後、種の同定等を行います。 
調査地点は、調査範囲内の水系に４地点を予定します。 

陸産貝類 
任意観察法 
及び任意採取法 

調査範囲内を網羅的に踏査し、個体を確認し、種の判別を行い、
記録します。 

 
表4.3-5 事後調査等の手法（植物） 

調査項目 調査方法 

維管束植物 任意観察及び採取 

調査範囲内を網羅的に踏査し、目視により確認された維管束植物
（シダ植物及び種子植物）をすべて記録します。 
なお、現地で種名の確認が困難な場合は必要に応じて標本を持ち
帰り、室内において実体顕微鏡による同定を行います。 

付着藻類 

任意観察及び採取 

調査範囲の水域の代表点及びその周辺において、目視により、
礫・河床・コンクリート護岸等に付着している付着藻類の採取及
び確認を行います。 
目視による種の同定が困難な場合には、植物体の一部を採取し、
持ち帰り後、実体顕微鏡によって種の同定を行います。 

定量採集 

方形枠にて礫・河床・コンクリート護岸等を囲い、方形枠内に付
着している付着藻類をすべて採取し、種名、総細胞数を記録しま
す。 
採取した付着藻類は、ホルマリン等によって固定し、持ち帰り
後、種の同定等を行います。 

蘚苔類 任意観察及び採取 

調査範囲のうち、蘚苔類の好適環境を中心に、目視により蘚苔類
の確認を行います。 
目視による種の同定が困難な場合には、蘚苔類の群落の一部を採
取し、持ち帰り後、実体顕微鏡によって種の同定を行います。 

 

参考資料１ 
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41 会場周辺４駅でのシャトルバスの運行について（２） 

 

ご意見の趣旨 

 

電車から降りてくる人数は変動があるので、待ち行列の変動やバス停までの歩行経路上の混雑につ

いても想定しておく必要があると思う。 

予測は難しいが、例えば、大規模小売店舗立地法の関係で1.6倍する計算方法があり、それを参考

に設定していただく方法があると思う。（第19回環境影響評価審査会（３月15日）でのご意見）。 

 

事業者の見解 

 

ご指摘を踏まえ、シャトルバスの発着駅における待機場所での滞留について、補足資料36で示した

来場者が鉄道駅に均等に到着するのではなく、一定時間に集中した場合（ピーク時の前半の鉄道に集

中した場合）を想定して検証を行いました。 

検証に当たっては、ピーク時の各駅の時間当たりの総来場者人数に対する、鉄道１本当たりの平均

来場者数を算出し、この値に割増係数※を乗じた数値をもって、来場者が一定時間に集中した場合の

鉄道１本当たりの来場者人数として、会場周辺４駅の滞留について試算しました（表41-1及び2）。 

その結果、バース前での待機を考慮しても、歩道や商業施設等を活用することで、駅前広場等の待

機場所での滞留は可能であることを確認しました。 

シャトルバスの運用にあたっては、鉄道駅からシャトルバスへの乗り換え時に過度な滞留が発生し

ないような適切な運行本数を確保した計画とします。また、発着駅の鉄道駅利用者や来場者等が安全

に利用できるよう、滞留スペースの確保や誘導員の配置など、鉄道事業者やバス事業者等の関係者と

連携して対策を講じます（図41-9）。この内容については、環境の保全のための措置に追記し（表

41-3）、環境影響評価書に反映させます。 

なお、各駅のシャトルバスの発着場所等の詳細については、引き続き、土地所有者や道路管理者

等の関係者との調整を進めていきます。 

 

※「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針（平成19年２月１日経済産業省告示1６号）」に記
載の「駐車待ちスペースの確保」に用いる係数（1.6倍）を準用 
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表41-1 多客日における会場周辺４駅でのシャトルバス運行の想定 

※鉄道１本当たりの平均来場者数については、瀬谷駅（上り：63人/本、下り：188人/本）、十日市場駅 
（上り：113人/本、下り：270人/本）、南町田グランベリーパーク駅（上り：15人/本、下り：141人/本）、 
 三ツ境駅（上り：15人/本、下り：122人/本）として試算。 

 

表41-2 来場者が集中した場合の会場周辺４駅での滞留について 

乗換駅 
滞留数

（人） 

バース前の待機 待機場所での滞留数（人） 待機場所

（駅前広場

等）の必要

面積（㎡） 

＜参考＞ 

駅前広場の

面積（㎡） 

待機数

（人） 

待機面積

（㎡） 
合 計 

歩道・ 

施設等 

駅前広

場等 

瀬谷駅 657 200 120 457 - 457 457 約 2,000 

十日市場駅 729 200 120 529 454 75 75 約 1,000 

南町田グラン 

ベリーパーク駅 
799 200 120 599 - 599 599 約 1,800 

三ツ境駅 502 100 60 402 100 302 302 約 700 

※ 必要となる一人当たりの待機面積は1.0㎡として試算 

※ 歩道での滞留については、幹線道路（環状4号線等）の歩道幅員が約3ｍであることを踏まえ、一般の通行への影

響を考慮して、２列（0.75×2＝1.5m）として試算 

※ バース前での待機は、１バース当たり50人、約30㎡（50人×0.6㎡≒30㎡、0.75m×0.75m=0.56㎡≒0.6㎡）として

試算 

※ 歩道・施設等での滞留人数 

十日市場駅：歩道延長(170m)÷0.75×２列＝227人×2列≒454人 

 三ツ境駅 ：施設内通路延長(37m)÷0.75×２列＝50人×2列≒100人 施設内通路：約5m 

※ 滞留数は、滞留空間の人数が最大となった時刻における人数を示す。（図41-1、図41-3、図41-5、図41-7） 

 

 

  

 瀬谷駅 十日市場駅 
南町田グランベ

リーパーク駅 
三ツ境駅 

ピーク時の利用者数 
総来場者数
（人/時） 

2,200 2,500 2,000 1,100 

ピーク時における 
シャトルバスの運行本数 

運行本数 
（本／時） 

約 40 約 50 約 40 約 20 
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（１）瀬谷駅における鉄道とバスの輸送力の違いによる滞留の検証 

ピーク時の鉄道ダイヤの本数（上り８本、下り９本、合計17本）のうち、前半の11本に来場者が集

中するとした場合を試算※したところ滞留人数は最大で約657人となります。 

瀬谷駅の駅前広場等において、滞留に必要となる面積は、約457㎡と試算します。瀬谷駅の駅前広場

等の面積は約2,000㎡であることから、滞留は可能であると想定します（図41-2）。 

※ 前半の列車に来場者を集中させたため、後半の列車による来場者は未計上となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図41-1 瀬谷駅における滞留空間の検証 

 

  
航空写真出典：国土地理院ウェブサイト 地理院地図（全国最新写真(シームレス)撮影期間：2019 年6 月～8 月） 

 

図41-2 瀬谷駅周辺の待機場所での滞留のイメージ 

 

 滞留：約657人 

北口駅前広場の面積：約2,000m2 

 

４バース×30m2（200人） 

駅前広場の滞留空間イメージ 

457人：457m2 

待機場所・バースの配置、面積等については、

試算するための検討イメージであり変更する 

可能性があります。 

 



この資料は、審査会用に作成したものです。審議の過程で変更される可能性があるため、取り扱いにご注意願います。 

12 
 

 

（２）十日市場駅における鉄道とバスの輸送力の違いによる滞留の検証 

ピーク時の鉄道ダイヤの本数（上り８本、下り６本、合計14本）のうち、前半の９本に来場者が集

中するとした場合を試算※したところ滞留人数は最大で約729人となります。 

十日市場駅では周辺の歩道等を活用することで、駅前広場等において、滞留に必要となる面積は、

約75㎡と試算します。十日市場駅の駅前広場等の面積は約1,000㎡であることから、滞留は可能である

と想定します（図41-4）。 

※ 前半の列車に来場者を集中させたため、後半の列車による来場者は未計上となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図41-3 十日市場駅における滞留空間の検証 

 

  
航空写真出典：国土地理院ウェブサイト 地理院地図（全国最新写真(シームレス)撮影期間：2019 年6 月～8 月） 

 

図41-4 十日市場駅周辺の待機場所での滞留のイメージ 

 滞留：約729人 

北口駅前広場の面積：約1,000m2 

 

４バース×30m2 

（200人） 

駅前広場の滞留空間イメージ 

75人：75m2 

歩道の滞留空間イメージ 

454人：255m2（1.5m×170m） 

待機場所・バースの配置、面積等については、

試算するための検討イメージであり変更する 

可能性があります。 

 

歩道幅員：3ｍ 

 



この資料は、審査会用に作成したものです。審議の過程で変更される可能性があるため、取り扱いにご注意願います。 

13 
 

 

（３）南町田グランベリーパーク駅における鉄道とバスの輸送力の違いによる滞留の検証 

ピーク時の鉄道ダイヤの本数（上り13本、下り13本、合計26本）のうち、前半の17本に来場者が集

中するとした場合を試算※したところ滞留人数は最大で約799人となります。 

南町田グランベリーパーク駅の駅前広場等において、滞留に必要となる面積は、約599㎡と試算しま

す。南町田グランベリーパーク駅の駅前広場等の面積は約1,800㎡であることから、滞留は可能である

と想定します（図41-6）。 

※ 前半の列車に来場者を集中させたため、後半の列車による来場者は未計上となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図41-5 南町田グランベリーパーク駅における滞留空間の検証 

 

  
航空写真出典：国土地理院ウェブサイト 地理院地図（全国最新写真(シームレス)撮影期間：2019 年6 月～8 月） 

 

図41-6 南町田グランベリーパーク駅周辺の待機場所での滞留のイメージ 

 滞留：約799人 

 

北口駅前広場の面積：約1,800m2 

 

４バース×30m2 

（200人） 

駅前広場の滞留空間イメージ 

599人：計599m2 

来場者の移動経路 

待機場所・バースの配置、面積等については、

試算するための検討イメージであり変更する 

可能性があります。 
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（４）三ツ境駅における鉄道とバスの輸送力の違いによる滞留の検証 

ピーク時の鉄道ダイヤの本数（上り８本、下り８本、合計16本）のうち、前半の10本に来場者が集

中するとした場合を試算※したところ滞留人数は最大で約502人となります。 

三ツ境駅では隣接する商業施設や周辺の歩道等を活用することで、駅前広場等において、滞留に必

要となる面積は、約302㎡と試算します。三ツ境駅の駅前広場等の面積は約700㎡であることから、滞

留は可能であると想定します（図41-8）。 

※ 前半の列車に来場者を集中させたため、後半の列車による来場者は未計上となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図41-7 三ツ境駅における滞留空間の検証 

 

  
航空写真出典：国土地理院ウェブサイト 地理院地図（全国最新写真(シームレス)撮影期間：2019 年6 月～8 月） 

 

図41-8 三ツ境駅周辺の待機場所での滞留のイメージ 

 滞留：約502人 

南口駅前広場の面積：約700m2 

 

２バース×30m2 

（100人） 

商業施設内通路の滞留空間イメージ 

100人：56m2（1.5m×37.5m） 
駅前広場の滞留空間イメージ 

302人：計302m2 

来場者の移動経路 

待機場所・バースの配置、面積等については、

試算するための検討イメージであり変更する 

可能性があります。 

 

歩道幅員：３ｍ 

 

施設内通路幅員：５ｍ 
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図41-9 駅からシャトルバスへの乗り換え時の対策等（イメージ） 

 

表 41-3 環境の保全のための措置（抜粋） 

区分 環境の保全のための措置（抜粋） 

【開催中】 

関係車両の走行に伴う歩

行者・自転車の安全 

・シャトルバスの運用にあたっては、鉄道駅からシャトルバスへの乗

り換え時に過度な滞留が発生しないような適切な運行本数を確保し

た計画とします。また、発着駅の鉄道駅利用者や来場者等が安全に

利用できるよう、滞留スペースの確保や誘導員の配置など、鉄道事

業者やバス事業者等の関係者と連携して対策を講じます。 

※準備書から修正した箇所は、太文字・下線で示しています。 

 
 
 
 

・一般歩行者を阻害しないよう、 

誘導員を配置してバースまで移動 

バース前に整列でき 

ずに、駅周辺に滞留 

した来場者 
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42 パークアンドライド駐車場の候補地の取り扱いについて（２） 

 

ご意見の趣旨 

 

相模大野駅のような場所で、パークアンドライドの駐車場を新しく設定することで、その場所に更

なる交通混雑をきたさないか。駐車場は既設だが、今回のパークアンドライド利用者は新たに加わる

交通量なので、その分の評価が必要だと思う。現状でこの周辺の道路で混雑、渋滞などが発生してい

ないかチェックが必要だと思う。 

 

パークアンドライド駐車場はバスがたくさん来ることになるので、騒音、振動、大気質に関しても

影響を及ぼす可能性があると思う。会場隣接駐車場の台数は、これ以上には絶対にしませんと宣言し

ていただいた。パークアンドライド駐車場についても、例えば既存の駐車場で博覧会での利用率まで

見込んで、混雑させませんと宣言していただければ、場所が決まっていなくても安心できると思う。

パークアンドライドは広くなって難しいと思うが、やはり可能な情報を出していただいた方が良いと

思う。（第19回環境影響評価審査会（３月15日）でのご意見）。 

 

事業者の見解 

 

相模大野駅周辺の候補地である「相模大野立体駐車場」及び「相模大野駅西側自動車駐車場」

は、都市計画法に基づく「駐車場整備地区注１」に位置し、相模原市が「都市計画駐車場注２」とし

て、整備したもので、収容台数はあわせて約1,500台となっています。本博覧会では、駐車場の利用

状況等を踏まえ、約600台をパークアンドライド駐車場として使用することを想定しています（図

42-1及び2）。 

また、候補地のある場所は、幹線道路である県道51号に面した場所にあり、用途地域が商業地域

であることから、環境保全上の配慮が特に必要な施設はないと考えています。交通渋滞について

は、資料調査注３したところ、直近の交差点である「相模大野」のピーク時における交差点需要率

（休日）は、限界需要率を下回っていることを確認しています。また、県道51号におけるピーク時

（8～9時）の交通量についても、断面交通容量を下回ると予測します（表42-1）。なお、国道16号

と県道51号が交差する地点（谷口陸橋下交差点）については、主要渋滞箇所注４には該当しないこと

を確認しています。 

 

パークアンドライド駐車場については、会場周辺の広域道路網や準備書（p2-31）に示した来場者

の方向別交通量割合（自家用車）などを踏まえ、方面別にゾーンを設定し、高速道路ICや主要な幹

線道路の周辺など、来場者の利便性やアクセス性などを考慮しながら、候補地を選定していきます

（図42-3）。各ゾーンの駐車台数は、約800から1,000台を目安とし、各ゾーンの合計で、約4,000台

を確保していきますが、開催期間中、来場者の集中が想定される多客日などでの運用を想定してい

ます。 

候補地選定の考え方については、審査会でのご指摘を踏まえ、大気質、騒音、振動による周辺環

境への影響を考慮し、環境保全上の配慮が特に必要な地域（専ら住居の用に供される地域注５）に

は、原則、選定しないようにします。 

また、パークアンドライド駐車場は、終日利用を前提としているため、予約制を導入すること

で、来場する自家用車台数の上限を設定するとともに、入出庫時の推奨ルートなどを情報提供する

ことにより、交通集中の緩和に努めます。既存駐車場を活用する場合については、一般の利用も考

慮した台数注６となるよう調整していきます。追記した内容は、表42-2のとおり、環境の保全のため

の措置に記載します。 

各候補地及びその周辺道路の交通状況の予測・評価注７については、具体的な候補地が決まり次

第、環境影響評価手続きとは別に実施します（既存の駐車場を活用する場合は除く）。また、既存

の駐車場の交通状況や大気質、騒音、振動についても、候補地の周辺状況を踏まえ必要に応じて予

測・評価します。これらの予測・評価の結果については、あらかじめ周辺住民等へ周知を行うとと

もに、その内容を本博覧会協会のホームページで公表します。 
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あわせて、開催期間中の多客日について、会場周辺及びパークアンドライドの駐車場周辺の主要

交差点において、準備書に記載したとおり事後調査を実施します。 

なお、パークアンドライドも含め、本博覧会の輸送計画注８については、交通管理者など関係機関

や外部有識者等からのご意見をいただきながら調整を進めていきます。引き続き、会場周辺の交通

混雑緩和のため、公共交通の利用を推奨するとともに、自家用車での来場にあたっては、パークア

ンドライド駐車場の利用を促進するための運営方法についても検討していきます。 

 

 
注１：「自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認

められる区域」において、都市計画で駐車場整備地区を定めることができるとされている。相模原市では地区
内に駐車場整備計画を定めて都市計画駐車場を配置し、大規模な店舗等には条例に基づき駐車場の附置義務を
課している。 

注２：都市計画・総合都市交通体系の観点から、交通の円滑化、交通安全の確保等、都市交通施設として整備の必要
性が高く、広く一般公共の用に供する基幹的かつ恒久的な駐車場については、都市計画駐車場として位置付け
ている。 

注３：（仮称）相模大野４丁目計画環境影響評価書（令和４年２月）より 
（交差点「相模大野」の休日におけるピーク時は12時） 

注４：神奈川県 地域の主要渋滞箇所（一般道） 平成24年度 
注５：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地 
注６：相模大野駅周辺の候補地では、来場車両と一般車両を合わせて総駐車台数の約8割を想定（1,492台×0.41＋約

600台）/1,492台≒1,212/1,492≒0.82）。 
注７：現地調査や資料調査等をもとに交通状況について予測・評価。 
注８：本博覧会として、「２０２７年国際園芸博覧会 来場者輸送基本計画」を公表（令和6年3月25日）。 
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図 42-1 相模原市駐車場ビジョン（令和５年 11月）より抜粋 

 

 
出典：国土地理院ウェブサイト 地理院地図（標準地図）より作成 

図 42-2 相模大野駅周辺の状況 
 

表 42-1 県道 51 号におけるピーク時（8～9時）の交通量 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1：令和３年度全国道路・街路交通情勢調査（国土交通省）の時間帯別交通量（現況）より。 
※2：想定駐車台数約600台のうち、ピーク時においては約120台/時（約20％程度）が国道16号を経由して、利用し、 

シャトルバスについては往復11台（120台×3人÷35人）が利用することとしました。 
※3：断面交通容量 

＝[基本交通容量]×[車線幅員に関する補正]×[側方余裕に関する補正]×[沿道状況に関する補正] 
×[大型車に関する補正]＝2,200×1.0×0.98×0.875×0.935＝1,764 [台/時]  

 
一般交通量※1

（台/時） 
来場車両交通量※2 

（台/時） 
合計 

（台/時） 
断面交通容量 

会場へ向かう車両 
（上り） 

511 11（大型） 522 1,764 

P&R 駐車場へ向か
う車両（下り） 

505  
131 

 （小型 120、大型 11） 
636  1,764 

相模大野駅 

相模大野立体駐車場 

相模大野駅西側 

自動車駐車場 

相模大野駐車場 

整備地区 

相模大野 

中央公園 

相模大野駅北口自転車駐車場 

谷口陸橋下交差点 

相模大野交差点 



この資料は、審査会用に作成したものです。審議の過程で変更される可能性があるため、取り扱いにご注意願います。 

19 
 

 
表 42-2 環境の保全のための措置（抜粋） 

区分 環境の保全のための措置（抜粋） 

【開催中】 

関係車両の走行に伴う交

通混雑（自動車） 

・会場周辺の交通混雑緩和のため、公共交通の利用を推奨し、会場近

傍の４駅からシャトルバスを運行します。また、多客日などの混雑

時には、パークアンドライドを導入します（第 2 章参照）。 

・周辺環境への影響を考慮し、パークアンドライド駐車場は配慮が特

に必要な地域（専ら住居の用に供される地域※1）には、原則、選定

しないようにします。 

・パークアンドライド駐車場は、終日利用を前提としているため、予

約制を導入することで、来場する自家用車台数の上限を設定すると

ともに、入出庫時の推奨ルートなどを情報提供することにより、交

通集中の緩和に努め、利用を促進するための運営方法についても検

討していきます。 

・パークアンドライド駐車場及びその周辺道路の交通状況の予測・評

価※２については、具体的な候補地が決まり次第、環境影響評価手続

きとは別に実施します（既存の駐車場を活用する場合は除く）。ま

た、既存の駐車場の交通状況や大気質、騒音、振動についても、候

補地の周辺状況を踏まえ必要に応じて予測・評価します。これらの

予測・評価の結果については、あらかじめ周辺住民等へ周知を行う

とともに、その内容を本博覧会協会のホームページで公表します。 

・パークアンドライドも含め、本博覧会の輸送計画については、交通

管理者など関係機関や外部有識者等からのご意見をいただきながら

調整を進めていきます。 
※1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 
※2 現地調査や資料調査等をもとに交通状況について予測・評価。 
※3 準備書から修正した箇所は、太文字・下線で示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図42-3 新たなパークアンドライド駐車場候補地位置図 

相模大野駅周辺 


